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条約の解釈に関するフランスConseild'Etatの判例

変更について

大藤 (原岡)紀子

はじめに

1990年.6月29日,Conseild'Etatは,移民労働者への情報提供および支援

団体 (GISTI)の請求に基づき.国際条約の解釈に関する重要な判決を下 し

た(1)｡すなわち,これまでの判例を覆 し,裁判官に原則として条約の解釈を認

めたのである｡

フランスにおいては,国際条約の解釈は非常に長い間.政府,特に外務大臣

の手に委ねられていた｡裁判所は,ある訴訟の際,適用すべき条約に複数の解

釈が可能となった場合,訴訟を一時停止して,先決間超として,外務大臣にそ

の条約について意見を求めていたのである｡

このような処理の背景には,統治行為論があったQ条約の内容を実質的に定

める解釈という行為は,統治行為を構成 し,裁判所は判断を下す権限がなく,

政府にその解釈が委ねられるべきであり.政府の解釈は当然に裁判官を拘束す

ると考えられていた｡

条約の解釈に関して,政府一外務大臣の排他的権限を認め.裁判所は統治行

為論により,条約解釈権を放棄するという原則は,Conseild'Etatにおいて,

1823年に始まり･,1990年のこのGISTI判決が出されるまで,実に･167年間続いた

のである｡

以下,伝統的な判例の内容 (1),その歴史的,技術的な根拠 (2)について

述べた後,GISTI判決の内容 (3),およびその背景 (4)について概観したい｡

l.条約の解釈に関する伝統的な原則

A.行政裁判所には条約を解釈する権限がない

条約の解釈に関して,行政裁判所が自ら権限がないとしていた判決は,1823
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年に遡るものである｡

conseild'Etatは,1825年7月23日のVeuveMurat,ComtessedeLipona

事件判決 (めにおいて,｢外交条約の適用｣,および ｢その条約の解釈を生 じ得る

問題については,我々Conseild'且tatの訴訟によっては処理することができな

い｣として,訴えを即座に却下している｡

それ以降,行政裁判官には,条約を解釈する権限がないというこの原則は,

一度も覆されたことがなかった｡例えば,最近のBeaumartin事件判決は,政

府の解釈に異論を挟む余地はない,と判断している(3)8

Compagniedescheminsdeferdel'Est判決,1923年12月14日,The-ophilatos

判決,1962年1月31日,Officeparisiendecompen由tion判決であるD しか

し,これらの判決は,孤立しており,例外にとどまり,その後の原則を変える

程の効力を持たなかった(1).

167年間,･裁判官は条約の解釈ができこないという原則は変えられなかTjたち

めの,第-に,解釈の問題が,必ずしも訴えの却下を伴わなくなTiたという点

で,第二に,裁判官が,･｢明白な規定｣については解釈を必要としない,という

立場から,外務大臣に移送することなしに判決を下す例が増えたという点で,

判例に発展が見られる｡

i)ノ解釈問題は,訴えの却下をもた.らさなくなった

1931年7月2日のKarletTotoSame'事件判決以来,国際条約の解釈を伴

う訴訟において,その解釈が直接訴えの却下の要因とはならなくならた｡すな

わち,この判決で,初めてCohseil.d'Etatは,単に ｢先決問題と,して｣,本件で

問題になった ｢ヴェルサイユ条約の規定の解釈を外務大臣に求め｣･ればすむ,

としている｡この判決以降,条約め解釈問題は,訴えの却下を正当化する.もの

ではなくなり,裁判官は,先決問題として政府に解釈を依頼 し,その解釈が裁

判官を拘束する,-という形で,自ら統治行為の問題に関わることを回避 しなが

ら,訴訟を行うことそのものは否定しない方式をとったのであるG)O

この判決の際に,論告担当官 (commissairedugouvernemenも)Ettori氏

は,その論告 (conclusions)において次の,Ji,うLに述べているO

｢公法条約の解釈に関して裁判官に権限がないこ_とから,解釈の先決問題が

起こってくるD解釈の問題が起こ.る-と,係争中の事件の訴訟手続を中断し,･外
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務大臣に解釈宣言を要求しなければならない｡･∴-本件において,外務大臣の

解釈宣言はなく,従って,訴えの却下を行うことができないならば,訴訟手続

を中断するのが妥当であろうムこのような解決に,いかなる疑いも差し挟んで

はならないoそれは強固な判例により明確に定められた原則なのであるo 裁判

官には,条約を解釈する権限はないのであ~る｡｣

Ettori氏は,この解決法を ｢外交政策に関する観点の統一化の必要｣,｢外交

問題が外見の分かり易さに強度に依存していること｣,｢一つの条約に関する異

なる判決においてそれぞれ問題にな~った条項が内部で連帯していなければなら

ないこと｣という理由で正当化しているo

ii) ｢明白な規定｣の理論による原則の緩和

行政裁判所裁判官には条約を解釈する権限がないという原則は,更に ｢明白

な規定｣の理論が用いられることにより,緩められた｡ この理論は,｢解釈｣

という言葉の定義そのものから導き出されているOすなわち,条文の意味が明

らかで,不明瞭な点がなければ,明白でない規定の意味を明らかにする解釈行

為というのはそもそも必要ないわけであるo

初めてこの ｢明白な規定｣の理論を具体化 し■たのは,十八世紀,LeDroit

desgensの著者,Vattel(1714-1767)~であL,たQ彼は,｢解釈の必要のないも

のに解釈をす ることはできない｣のであって,そのような規定に解釈を施すこ

とは,立法者意思に反するものである,と.した･(6)｡また､Laferri占re氏の言葉

を借りれば､｢啓蒙された精神に疑いが生まれるような性質の困難がない場合

には｣､解釈の問題は生じず､条文の適用の問題が生じるのみであるの.

このような議論は,一見すると,論理的で異論を挟む余地がないかのように

見えるO実際,裁判所で ｢明白な規定｣の理論が用いられた際,詳細な検討が

成されないまま,自明のこととされた｡

この理論は,iConseild'Etatよりも先に,_司法裁判所によって用いられ,1867

年7月25日の破穀院の判決は,｢裁判所は,.-･･係争中の事件において,意味や

内容が明白で,いかな.る不明瞭な点もない場合,その条約を適用できる｣ とし

ている(3)aKarletTotoSam昌事件のEttori氏によれば,,ConseildJEtatもこ

の破穀院判決の影響を受け,1884年11月24日,Szaniawski判決(9)において,18

14年および1815年の条約は,時効,執行に関し,国内法に反するいかなる規定

も有しないとして;r明白な規定｣の理論に.基づいて判決を下しているというO
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E-ttori氏は,解釈にっいて,裁判官に権限がないという原則を以下の言葉で

確認している｡ ｢他方で,条項が唆味,もしくは単に疑わしい場合には,適用

ではなく,解釈の領域となり,国際公秩序の問題をその解釈がもたらすとき,

裁判所は,権限を失うのである｡-この場合.裁判所■は,フランス政府により与

えられた公式の解釈に拘束される｡実際,署名国の利益が直接影響するのであ

_る｡ 交渉の腰に主権者であるならば,解釈の際にも主権者であり続けるのであ

る｡｣

｢明白な規定｣の理論は,後に,̀1938年7月 1日,Jabin-Dudognbn判決に

より,明示的に採用されている｡(1¢

この一見尤もらしい議論は,しかし,Dehaussy氏が指摘するように,｢すぐ

れて合理的ではあるが,明らかにしなければならないところのものを既成事実

として考えている｣所に問題があるO (ll)すなわち,ある条文の意味が明白であ

るか否かは,あくまで主観の問題であって,_多くの場合,客観的な基準は存在

しないのである｡そもそも訴訟が起こったのは,その条文の意味が争われてい

るからこそではなかろうか｡(u)

実際,裁判所はある丁つの条文について ｢明白｣だと言いうっ,異なる訴訟

において,同じ条文に幾っもの解釈を与えている場合があるのである｡例えば,

1978年12月22日のCohn-Bendit事件において,Conseild'Etatは,ロ｣マ'条約

第189粂3項の規定を ｢明白｣だとしながら,実際は∴ヨーーロ_ツパ共同休裁判

所 (CJCE)の解釈とは異なった意味を施しているのである｡

下級裁判所が,以前から外務大臣により表明されていた解釈に拠 らず,その

条文の意味は ｢明白｣でlぁ~り,解釈の必要がないとしながら別の意味を与えた

例がある(13)O∴後に.破穀院は,この判決は政府の解釈を無視し,法的根拠がな

いとして,破棄しているO

ある規定が,裁判官の解釈を必要としないと言い切るまでに十分に ｢明白｣

であることは,疑わしいのであって,至極尤もに間とえる ｢明白な規定｣Lの理

論は,純粋に法的なものというより札 裁判所の判例政策的な根拠に基づも■､て

いると言った方が良いようである｡･裁判官は,訴訟手続を停止することを避け

るために,意識的に ｢明白な規定｣■の理論を適用したのである｡

B.■政府の排他的な解釈権

条約の解釈に関する伝統的な原則は,裁判官の解釈権を否定する意味を持っ
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ていたのと同時に,政府に排他的な解釈権を与えるものであったC

第一に,この政府による解釈は,拘束力を有していたo例えば,Soci昌t昌na-

ValeetcommercialDelmas-Vieljeux事件で,Conseild'EtAtは,｢外務大臣

が裁判所の要求により与える外交条約または協定の解釈｣に対する越権訴訟は,

｢フランスの国際関係に関わるため｣,｢行政裁判所で解かれる性質のものでは

ない｣ことを理由に受理できない,としている(14)｡

第二に,この政府の解釈には,決まった方式はなく,様々な手続,および形

式の下で示され得るということである｡まず手続に関してであるが,政府の解

釈は,通常は一方の訴訟当事者の要求により,先決問題による移送という形で

行われていたが,訴訟とは無関係に行われた解釈,または先の事件の際に行わ

れた解釈であっても,新たな移送なしに,裁判所を拘束するものと考えられて

いた (15)0

またその形式は様々であった｡訴訟部会事務局に登録された ｢政府見解｣に

書かれた解釈や(16),手紙,電報,資料に書かれた解釈 も(17),政府の見解を明

確に述べている限りにおいて拘束力を有したo

最後に､解釈権限のある機関は､ほとんどの訴訟において,外務大臣であっ

た()B). 外務大臣への移送は,時には義務的でさえあった(19). しか し,Conseil

d'Etatは,｢政府｣もしくは他の大臣の権限をも認めたこともある(a')0

Il.伝統的原則の根拠

A.司法権に対する不信と統治行為

条約の解釈に関して裁判所の権限がなかったことは,フランス独自の原則で

あり,他の西欧の先進諸国には例がないと言われているC21)o このフランスの

原則は,やはりフランス独自の伝統的な裁判への不信に基づいているo すなわ

ち,革命期においで,高等法院は,王権に抵抗したのみならず,自らの特権を

守_るたわに,革命をあらゆる手段を用いて妨害 したOそうした経験上;革命家

達の裁判機関である高等法院に対する不信を如実に表 したのが,1790年 8月16

日および24日の法律である｡ この法律は,罪-に裁判官が立法機能に介入する

ことを禁止 し (第10条),裁判官は法律を作る_ことも解釈することもできない

こととした (第12条)｡そして また,｢いかなる方式によ･つても行政府の機能を

妨げてはならない｣(第13条) と■規定 しているC この様に,革命期において,
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モンテスキュウの 『法の精神』に従い,裁判所は,｢無｣,に化し (第11編,第_6

章),｢権力の影｣ーとなったのであるoQ2)法の解釈は,_この様に裁判官の権限か

~ら外されたのである｡1790年12月1日の法律では,｢立法府による急速審理｣

(r占f昌r昌1毎islatif)が創設され,破穀裁判所と他の裁判所の問に法律の解釈

について異論が生じた場合に.破穀裁判所は問題の条文を議会に提示しなけれ

ばならず.議会はそれによって解釈法を採択するという制度を設けたいた｡
L-

この法律の解釈に関する裁判官の権限否定が,統治行為論と結合 して,条約

の解釈の問題が生じたときに同様に処理されたと推定することはできないであ

ろうか｡

統治行為論の起源を,JohnLockeの 『市民政府論』で展開された権力分立

論に見ることができる｡ そこで彼は,権力を四?,すなわち立法権,執行権,

連邦権,そして大権に分けている｡ このうち,連邦権に関して,Lockeは,｢外

の人間,そして他の社会との関係において,国家利益を処理するために行う気

遣いと,そのために用いる一定の業｣を必要とするものである,と定義する.

それは.等しく ｢戦争と平和,連合,同盟,あらゆる種類の国家共同体 と交わ

すことのできるすべての条約に関する｣権力のことである (第12章,146およ

び147)oこの連邦権が,それを付与されたものの排他的な権限であることを,

次のように述べている占

｢特に連邦権に関しては,この権力は,良く,あるいは悪く行使されようとも,

国家に多大な影響を与える｡ しかし恒常的で,実定の既存の法律に適合される

ことが執行権よりさらに難しいo従って,それを付与さ･れた者が公共の利益の

ためにそれを用いることがセきるように,その者の慎重さおよび叡知に委ねら

れなければならないO実際,法律は,臣民間の問題に関するものであり,彼等

の行為を規制するの右目的とし,/これらの行為に先立ちて規定されていなけれ

ばならない｡しかし,いかなる裁判も行い得ないし行う意思もない,外国人の

行為に対 し七は,同様のことで一体何ができるであろうか｡彼等の感情,彼等

の企画,彼等の観点 彼等の利益は様々であり得る｡彼等に関 して,=何ができ

るか,ということの大部分を連邦権が付与された者の慎重な配慮の下に委ねざ

るを得ないのである｡この者がこの権力を行使し,■国家の利益のために最大の

気配りをも■って物事を処理し得るためにD｣(第12章,147)

この連邦権､は,執行権とは異なる内容を有するにも拘らず,執行権を保持す
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る横間と同一の機関に与えられたD･Lockeは,その理由として,以下のように

述べる｡

イ何故なら,それぞれの権力は,行使されるにあたり,その社会の武力を必要

とするため,国家の武力が複数の人間に委ねられ,しかも彼等が互いに一方が

他方に従属せずにいることはほとんど不可能に近いからである｡ もし執行権と

連邦権が別々に行動する複数の人間の手に委ね_られたなら;■政治体の武力は,

複数の指揮下に置かれるであろう｡ そうなると,遅かれ早かれ,国家の不幸ま

たは破滅を引き起こすことになりはしないだろうか｡｣(第12章,148)

統治行為の理論は,行政裁判所の判例に,王政復古期に登場した｡ 議会制が

形成された時である｡･この時期,帝政時代に創設_されたこともあり‥ Conseil

d!Etatに対する不信感は高まり,｢危険｣であるとさえ言われてい_た｡当時の

王党派は,革命の遂行に手を貸し,国家財産を買い取る者に荷担 したと非難し

たし,自由党派は._内閣を危険にさらすのではないかと懸念 したという甲)A

Conseild'Etatは,白.らの存在を守.るため,判決における主張を和 らげ.非難

をかわす必要があると感じたのである｡訴えられた事件において.訴訟要件を

構成しないとして却下したり,司法裁判所の領域であるとするケースが日に月

に増え,こうして統治行為論が用いられるようになったと言われている｡ この

統治行為論は,その後第二帝政期に益々発展するキーとになる04)｡それ以降,Con-

seild'Btatは,国際関係の分野において,自らの見解を述べることを極力避け

るようになり,条約の解釈についても,自ら行うのは差し控えたのである｡

B.条約の解釈に関する技術的困難

Conseild'Etatが条約の解釈を行わない理由として,以上にあげた歴史的,

政策的背景と共に,技術的困難が問題にされていた. 論点は,1.)締結過程,

すなわち交渉の内実を知るのが困難であること,2)批准国全休の統一 した解

釈を得る必要があること,3)用いちれている語句が,.必ずLblEg内法の語句

と同一の意味を持たないこと,などがあげられている｡

i)技術的困難に関する論点 .

1.締結過程へのアクセスの難しさ

･̀例えば国内法の規定であれば,その解釈が問題にな?たとき,裁判所はまず

第-に,制定過程に着日し,法案提出の動機を述べたもの,報告書や議事録な

どの様々な資料やその時取られた措置など,~最終的な立法者意思を形成するま
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での経過を検討するであろう｡それらがその規定の意味を明らかにする助けと

なるからである｡

条約の場合に転 ｢締結過程｣ということになろう｡ところが,条文■の作成

は,各国大臣による議論や交渉の結果行われ,しかも多くの場合それらは非公

開である｡ したがって,裁判所は,条約の締結者の意思を知りたいというとき,

事実上外務大臣,または関係大臣による情熱 と頼る他はない∴という結果が生

じる｡

2.各国共通の解釈の必要

国際条約は,国内法のよ■ぅ■に一方的規定ではなく/複数の主権国家の合意に

基づいて締結される｡従って,その解釈においても,それぞれの国で共通した

解釈が行われなければならない｡そうでなければ,他国の主権を侵しかねない

からである｡このような危険を牢む条約の解釈という行為は,裁判所よりも,

外国の政府と常に接触し,解釈についても交渉による合意を得やすい立場にあ

る政府機関がその権限を行使するのに最も相応しい地位にあると考えられてい

た0

3.I･用語上の困難

国際条約に用いられる用語は/必ずしも,それぞれの国で同じ意味を表すも

のとは限らな~い｡それは,それぞれの国の法制度の違いに基づくものであろ.う｡

条約を解釈する隙,用語上の ｢昆｣があると言われる所以である｡ この ｢民｣

の存在により,条約の起草者である嘩府の方が,それに~慣れていない各国国内

の裁判官よりも条約の解釈権者として適していると言われていた｡

ii)技術的困難の克服

第-に,締結過程へのアクセスの難しさに関しては,以下,二つの反論がな

されている｡

一つには,.法律の場合においても,立法過程は必ずしも常に法文の解釈の鍵

とはならない｡すなわち,例えば議会にお廿る議論は,しばしば混乱しており,

裁判官を迷わす場合があり,そうした時,裁判官はためらわずに立法過程以外

のものを参考にして解釈をするのである｡条約法に関するウィーン条約でも,

締結過程は ｢解釈の補足的手段｣として位置付けられているにすぎない (第32

秦)os)｡

二つには,~より多.くゐ条約が国際機関ベースで締結されて-おり,その場合に
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紘,締結過程が公開されることが多く,･国内裁判所にも十分アクセス可能なは

ずであるという点｡

第二に.各国共通の解釈の必要性についてであるが,政府による解釈はしば

しば不確実で変わりやすく,矛盾を含むものであり;例えば,1949年 4月4=E]

署名のNATO条約の腔に議論になった国連憲章第51条の ｢自衛権｣の解釈の例

が批判されている06)a

最後に.用語上の困軌 こついてであるが,言葉の多義性の問題は,国内法に

おいても同様のこ1とであり,国際条約についても,解釈の機会を積めば積むほ

ど克服されるであろう,｢慣れ｣の問題であることが指摘されているのO

川.GISTl判決 (CE.29-6-1990-GIST】)の内容

A.事実の概要

･この事件は,アルジェリア入学生↑の暫定的就労許可に関する1986年 3月14

日の行政通達によろ1968年12月27日のフランスーアルジェリア間の協定の追加

条項の解釈が問題になったものであるo 事実関係の概略は.以下の通りで奉るo

アルジェリア人の入国および滞在についての基本的な法律上の枠組年は,

1962年3月19日のエゲイアン協定および1968年12月27日の協定により定められ,

1978年12月26日および1979年12月20E]の交換文書で補足されていた｡これらの

取極印 こより,アルジェリ､ア人は,外国人として最も優遇されていたo ところ

が,1984年7月17日の法律により,外国人-股に関する取扱いが改善され,･常

に1968年の枠組みで待遇されるアルジェリ.ア人は,他の国の外国人に比べ,一

転して相対的に不利になった｡そこで,1968年協定の見直しが計 られ,1985年

12月22日の追加条項およびその附属議定書が締結されるに至ったoそして1986

年3月14El,内務省他三省合同の行政通達が出され,1985年の追加条項により,

アルジェリア人およびその家族の入国,描在,就労に関して,全体と-してどの

様な埠範が適用されるかが定められた｡

この通達に関連して,GISTIは,以下四点を問題とする｡ 第-に,フランス

に呼び寄せることのできる ｢未成年の子供｣の内容に関して｡.第二に,滞在を

申請するアルジェリア人労働者阜こ対して,政府が ｢職業｣を理由に拒否できる

こと｡第三に,滞在許可が,フランスにおける公の秩序に対する危険がないこ

とを要件にできること｡第四に,学生の資格で滞在を許可されt:アルジェ1)ア
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人の就労条件について,であるO.このうち,最大の争点は,第-の ｢未成年の

子供｣という規定の解釈であった｡

B.論告に展開された解釈と原則の提示

1985年追加条項の附属議定書は,滞在許可を得ることのできる家族をして,

｢配偶者｣,｢未成年の子供｣.および ｢アルジェリアの裁判所の決定により法的

に扶養義務を負う18才未満の子供｣であると定めている｡1986年の行政通達は,I

このうち ｢未成年の子供｣に関して,･フランス民法に従い,｢18才未満の未成

年の子供｣に限定しているO請求者であるGISTIは,問題の附属議定書はi特

定せずに ｢未成年の子供十と規定していることから,アルジェリア民法上の未

成年,すなわち男子は19才未満,女子は21,才未満の子供を指′していると解すつ

きであるとする｡

このような解釈問題に直面して,Conseild'Etatの第二分会は,外務大臣に

穆送 して,意見を求めているD外務大臣は,1990年4月10日,見解を述べ.問

題の規定は;請求者の与える解釈ではなく,行政通達の与える意味に解すべき

である,とした｡

訴訟部会において論告担当官Abraham氏は,条約の解釈に関して,裁判所は,

それまでの伝統的な判例のようた,政府の解釈に拘束されるものではないとし

た後,問題の規定について,次のように述べているO

･厳格な文理解釈によれば,｢未成年の子鹿｣とは請求者の意味する内容とな

るであろう｡何故なら,Lァルジェリアの子供に通用す-るのだか ら,｢未成年｣

という言葉にいかなる特定もない以上,通常はアルジェリアの民法に拠ると考

えられるからであるol

個人の法的能力は,:個人の法的地位に関するもd)のl一つであり∴フランスの

国際私法によれば,外国人の地位は,その外国人がフランスに居住 しそいる場

合であっても,更に居住■を申請する者であlるなら■ば尚更のこと,フランスの法

律ではなく,その外国人の法律の規定に基づかなければならない｡この原則は,

民事裁判所では1岳世紀前半から認められているJL,,Conseild''Etatも,一夫多

妻制のペナン人に/その国の民法に従 って複数の妻に滞在許可を与えている

(CE,Ass.,ll-7-1980,内務省vsMontcho夫人判決)Oそしてこうした解決法

は,オルレアン地方行政裁判所で,アル~ジェリア人に対して1968年の協定に基

づいて採用されているO
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更に,家族呼び寄せに関して規定する一般国内法,すなわち1976年 4月29日

の政令,および1945年11月2日の命令第15条,･並びにそれに基づいて制定され

た1984年 7月17日の法律の条文は,そ~れが■｢18才未満の子供｣に適用されると

明確に定めている｡

また,問題の1985年の追加条項の条文と1968年の協定第4条第 1段とを比較

するノと,後者の規定は ｢18才未満の,もしくは扶養を受けている子供｣と明記

しそいるC

■以上の点を総合すると,1985年追加条項の ｢未成年の子供｣ という規定は,

申請者の主張する解釈を裏付けるもののようであるが,結局論告担当官Abra-

h'am氏は,それを退け,政府の通達の意味に解するのが正しいとする｡ 以下が

その理由である｡

.第-に,上記の解釈は,1985年追加条項締結■の目的に明らかに反するからで

ある｡･この追加条項が締結された理由は,1984年以来,相対的に不利になって

いたア′ルジェリラ人の地位を,他の国の外国人に合わせることが目的であった｡

ここでは,アルジェリア人に対する法の,一般外国人に対する法への可能な限

りの接近が目指された■のせあって,その逆ではlj:いO-般外国人と条件が等 し

く,アルジェリナから要請もない事項に関して∴交渉の際,どうして変更 しよ

うと考えるであろうかこ

とすれば,第二に.起草者は,内容を変え-ることを目的とせずに,以前の1968

年の規定の文言を変えたと想像できる｡ それは次の理由による｡第一に,1968

年と1985年の間に,フランスで民法上の成年が21才から18才に引き下げられて

おり,■起草にあたったものが,年齢の明記は必要でないと考えたと受け取れる

ことである｡それが法的に間違った考えであったことは言うまでもない｡第二

に,両規定の細かい点での違いに着目すると,1968年の条文は,｢18才未満の,

もしくは扶養を受けている未成年の子供｣としているが,この ｢もしくは扶養

を受けている｣と心 う言葉の概念は,フラノンスにとっては,唆味に受け取 られ

たため,それを明確にするために,1985年の条文には,｢未成年の子供｣(1968

年の規定による18才未満の子供)｢およびアルジェリアの裁判所の決定により

法的扶養義務を負う18才未満の子供｣(1968年の規定による扶養を受けている

子供)~というように改められたと解することができるのである｡文法的には適

切でないにせよ,1985年の規定において,18才という年令は,｢未成年の子供｣
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と ｢扶養義務を負う子供｣の両者.にかかると考え得るO

更f_こ,家族呼び寄せに関する二国間条約が18才以上の子供にも滞在を認める

場合,･常にそれは明記されている;という理由もあげられていろ｡例えば,1961

年のフランスースペイン間の条約,1977年のフランスーポルトガル間の条約で

ある｡

最後に,.外務大臣の伝えるところによると,1968年の協定に､より,その適用

を確保する目的で設けられた合同委員会では,問題の ｢未成年の子供｣の概念

に関するフランスの解釈は知られている筈であるにも拘らず,それについてア

ルジェリアの側から異論が申し立てられたことは一度もないという｡

以上のように,論告担当官の論告には,追加条項締結の際の起草者の意思,

複数の条文の具体的な文言の比較,その他の条約の規定,アルジェリア政府の

対応等を駆使した詳細な条約の規定を巡る解釈が施されている｡そして,結果

として,問題の通達の ｢未成年の子供｣の内容に関する規定の取り消し請求は

認められないと主張されている｡Conseild'Etatの判決は,論告の主張に従い,

この部分について請求を棄却した｡請求棄却に終わったとは言え,先に述べた

ように,■ここは.Conseild'Etatの条約の解釈権を承認し.裁判官は外務大臣

の解釈に拘束されない,という原則を打ち出した重要な判例変更の意味を持っ

ているのである｡論告担当官 Abraham氏は,新しい判例の原則の内容に関し

て,次のようーに述べている｡･第-に,この原則は,条約の形態の差にかかわら

ず適用されるということ,第二に,｢裁判官は,国際条約の解釈の困難が生じる

度に大臣に相談することができるし.またするべきである｡′この相談の回数は,

今後は益々増えるかもしれないO､何故なら,裁判官は･,もはや明白の規定の概

念の度重なる使用により,相談が制限されることがなくなったからである｣ と

し,新しい原則は外務大臣の解釈を認めることを禁止するものではなく,必要

な限りにおいて成されるべきだということを確認するOそして,̀第三に,こq)

原則を,相互性の要件に関する審査についても採用するべきだとする｡(過)

彼は,原則をまとめてこう述べている｡ ｢最終的に,~我々は単純にして一貫

した原則を採用することを提案す･る｡すなわち;必要がある度毎に,外務大臣

に相談しなければならないO彼により与えられた情報は,両当事者の対審論議

にかけられなければならないDいかなる場合においても,最後に決断するのは

裁判官である｡｣
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なお,判決では,学生の身分で滞在するアルジェリア人の就労条件に関して

のみ.,請求が認められ,通達の規定の取り消しが命じられているo

IV.判例変更の背考

A.憲法上の規定および一元的概念i)1946年憲法

国際条約の法的効力に関する明文q)規定は.1946年憲法第4編の-｢外交条約｣

という標題の下に･,第26条および第28条に初めて現れたG9)ム それは以下のよ

うなものである0

第26条 ｢適正に批准され,.公布された外交条約は,_フランスの法律に反する

場合においても＼,法律の効力を有する｡それは,批准のために必要である法律

の他には,その適用のために,他の法律の規定を必要としない｡｣

第28条 ｢適正に批准され,公布された外交条約は,国内の法律に優位する効

力を有し,それらの規定は,外交筋により告知される適正な廃棄行為によって

のみ,廃止され,.修正され,停止されることを得る｡｣

これら二つの規定は,｢見矛盾するようである｡ 何故なら,第26条では,秦

約が ｢法律の効力を有する｣としているのに対し,第28条は,条約は ｢法律に

優位す■る効力を有する｣と規定しているからである｡実際には,初めの条文は,

条約の国内法上の適用性を定めたものであり,一元的な立場,すなわち国際法

と国内法とは同一の法次元にあり,国際法が国内で適用され.るにあたって特別

な法規定を必要としないという立場を表現したものであるとされているO,

これに対して.二番E]の条文は,国内法の効力の上下関係の中で∴条約q)也

位を位置付けたものであると解釈でき-る(3').

1946年患法制定者の精神は,国際法に対して開かれており,それは前文の次

の規定からも伺われるo｢フランス共和国は,その伝統に従って,-,_国際公法の

規範に適合する占｣(第14段)

ii)･1958年憲法 ･.

1958年憲法においても,ノ■基本的に1946年の原則と変わらない｡_た′だ,そこで

は第55条と･い.う一つの条文に集約されている｡第55条柱/次のように定める｡

.｢適正に批准され,承琴された条約又は協定は,その公布と同時に,_法律に優

る効力を有するOただし,各協定又は条約は,相手国によ_つても適用されてい
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なければならない｡｣

この憲法の規定は,あるいは1946年嵩法の規定に比べて･,国際社会に開かれ

た度合いが少ないかもしれないoなぜなら,｢相手国によっても通用されてい

なければならない｣という,相互性を条約の効力の要件としているからである｡

しかしながら,そこでも1946年憲法同様,一元的な精神が貫かれているのであ

る｡また,1946年憲法前文は,1958年憲法の前文により,1789年人権宣言の他,I

1946年憲法の前文に人権と国民主権の定義が委ねられており(3】),1946年憲法前

文第14段も,第五共和制憲法の下にあって,その効力を維持していると考えら

れているのである｡

ところで■,憲法が,一元的な精神に基づき,･･国際法規範が,その公布と同時

に法律に優位する効力を有す■ると.定めているのであれば,統治行為論に由来す

る,条約の解釈に関する裁判官の権限の否定は,承認され得ないはずである｡

統治行為論は,国際関係に関わる問題であるが故に,J裁判官をして適法性や合

憲性の審査を行う_ことを認めないとするが,このような統治行為の性質そのも

のが,一元論とは相入れない｡何故なら,一元論は,国際法規の公布に必要十

分な条件を満たす限りにおいて,国際法規に即座に国内法上の効力を与えるも

のであり,国内の法規範として認められた以上 裁判官は条約を適用し,解釈

する権限を持たないはずはないからであるO条約の解釈は,一元論の下では,

国内の■法律の■解釈と同様に考えられねばならない｡

B.行政裁判所の独立と公平の原則

現行の憲法第64条は,｢共和国大統領は,司法権の独立を保障する｣とし,一司

法権の独立を定めているoてまた,Lヨーロッパ人権条約第 6条でも,｢すべての

人が,独立,公平な,法律によって設立された裁判所により,公正,公開に,か

づ合理的な期間内において裁判を受ilj･る権利を有する｡｣とされている'占憲法

第64条の規定は,基本的に札 ノ司法裁判所を対象と■したものであるが,行政裁

判所の独立に関しては,意法院の裁決により,認められてい･るところであるO

憲法院は,その1980年7月22日の裁決によって伽).1872年5月24日Oj法律の

中に∴｢行政裁判所の独立｣とい･う原理が,憲法的原則としての丁共和国の法

律により認められた基本原則｣(principesfondamentauxreconnu占parles

loisde-1aR昌如blique)の｣っとして存在すると判示している.その裁決理

由では,次のよう-に述べられて.いる｡
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｢司法権に関する憲法第64条の規定,および行政裁判所に関して■,1872年 5

月24日の法律以来,共和国の法律により承認された基本原則により■,裁判所の

独立,および立法府も政府も侵害できない裁判所の機能の特殊な性質が保障さ

れている｡･-･･.この様に,立法府にも政府にも裁判所の決定を批判するこ とは

できず,また決定に対して命令し,またはその権限に関する訴訟の判決の際に

裁判所の決定をその命令に差し替えることを得ない｡｣

裁判所の独立とは,何であろうか｡一般には,すべての裁判官が,一誰に対 し

ても,判決の際に保障される~自由である,とされている｡ 裁判官の決定は事実

認定の際にも,法の適用の際にも,全面的な自由の下に行われなければならな

いQ裁判官は,政治的権力,執行権,立法権-,経済界,財界,世論i哲学派,慕

教団体,社会階級,個人的考えや感情など,その決定に影響を与える危険のあ

るすべての要素から自由でなければならない(3')a

国際条約の解釈のために政府に移送して解釈を求めることは,明らかに裁判

官の独立の原則に反す:る.はずである｡そのような行為は,特に政府自身が訴え

られている場合には,極端に政府を優遇することになる｡ 何故なら,解釈は.

しばしば訴訟を決定するtような重要な役割を果たし∴その解釈権を握る政府は,

訴訟の当事者でありながら,-事実上の裁判官と化すこ'とになるからである｡ こ

の点は,ノGISTI判決の論告担当官Abraham氏によっても強 く■主張されている｡

彼によれば.実際外務大臣に移送されるのは,司法裁判所,行政裁判所合わせ

て年に二回位だそうだが,大臣が行政に不都合な意味に珂答したのは,二例 し

か見当たらない,ということである-｡この様に,｢裁判官-当事者｣の存在の

下では,公平な裁判を受ける権利の保障もままならない｡

C.Nicolo判決以後の法律に対する条約の優位

GISTI判決に直接影響を与えたものとしてあげられ得るのが,その約-年足

らず前に出された,やはりConseild'EtatによるNicolo判決である (CE,Ass.,

2011011989,Nicolo,Eec.,p.190,)

Nicolo判決は,条約の後に制定された法律に対しても,条約の優位性を認め

た点で,フランス公法上,画期的な意味を持ち,重要な判例変更を形成 してい

るo

ところで,第五共和制憲法が,その第55条で;法律に対する条約の優位を,

明文で規定している_のは先に述べた通りである｡
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それは,比較法的に見てもトフ■ランス憲法が,アメ･･リカやオランダの憲法と

並んで,条約に対して開かれた地位を与えている憲法であることを表している

と言えようO ノしかし,この第55条の規定は,_Cons-eild'EtatのNicolo判決が出

されるまでは,少なくとも完全な形では実現されていなかった｡

_~裁判所,とく.にConseild'Etatの判例が,統治行為論に支配されていたこと

紘,先に述べたが,外国や国際関係に関わる事項には口を出さないという姿勢

紘,現在においてもまだなお.条約の適用の問題でも,根強く残っている｡そ

して,判例に明示的に ｢統治に関わる行為｣とい~う言葉で表現されることは少

なくなっているものの,E3際問題と ｢切り離し得ない｣行為については,何等

かの形で裁判を回避すると■い.う,裁判所の消極的な態度が見受けられるのであ

る｡

条約と法律の効力関係についても,長い間.Conseild'Etatでは,条約は,

法律と丁同等｣の効力を有するものとして位置付けられていた｡.

条約と法律の効力を同等とする立場は,すでに19世紀初め,司法裁判所の判

例に現れているが,そこでは,条約の ｢後｣に制定された法律との関係におい

ては,その法律の効力が優位すると言われていた｡条約と法律の効力が等 しけ

れば,｢後法が前法に優位する｣のは,法の原則からも自然であるし,それは,

｢裁判官は法律の従僕である｣と_いう伝統的な政治的理念にも適うものであっ

た｡この説は,その後,第三共和制期に,破穀院判決 ･(Cdss..civ,22-12-1931,

Sirey,1932,p.257,'concl.Matt~er)≡の際に,･Mdtter検事総長により/詳 し

く展開されている-.彼は,条約および条約の ｢後｣_に制定された法律とが抵触

する場合,｢後｣に制定された法律の方が優先されるとして二次のように述べ

ている｡

'｢あなJ=~(裁判官)は■,法律の意思以外の意思を知らないし,知ってはなら

ないOそれが我々司法機関が基づくところの原理に外ならない｡｣●

条約と ｢後｣に制定された法律との関係では,-後者が優先す るという説は̀,

Matter理論と言われ,その後も長ぐ裁判所で用いられたム

■Conseil､d'Etatにづいては,第三共和制の時期■,司法裁判所と異なり,条約

が国内法として有効に適用されることさえも,ごく例外的な場合を除いては,

否定,されて･いた.行政府による国外追放令が,越権行為を構成し得る~ことを初

めて認めた1937年のDecerf判決 (CE,Ass.,28二5-19.37,.Decerf,Sリ■1937.3.7
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3,noteLaro'que.)ち,その越権行為に対する主掛 ま,条約に根拠を置くこと

はできない,-としているO漸く,~初めて条約が国内法律として承認され,適用

されたのは,第四共和制に入ってから,やはり国外追放に関するDameKirk-

wood事件判決 (C軌 AsS.,30-5-1952,Recリp.291)_によTiてであったoこ

の判決以降,条約に反する規定を含んでいる行政行為,政令,･法律等,すべて

の国内法規定は,その条約の ｢前｣に定められた.ものである限り■において,無

効となったム長い間条約に対して閉鎖的であったConseild':Etatとノしては∴当

時にあって,重要な判例変更であったことは認められる｡しかし｣■ここで認め

_られた条約の地位も,Conseild'Etatが伝統的に維持し続けている原則を変え

.ることはなかった｡すなわち,行政裁判所には;以前から効力を有する条約を

理由に■,新しく制定された法律の効力を審査する権限はない,という原則であ

る｡その後,第五共和制に入っても,Conseild'Etatによって,原則は維持さ

れ,フランス穀物生産者一般組合事件判泳 (CE,-1-3-1968,Syndicatg6n昌ral

desfabricAnts~desemoulesdeFran'ce,RecJp.149)において確認Lされて

いる｡

INicolo判決は,こうしたConseild'Etatの判決の推移を経て出されたもので

あり,条約の法律に対する優位性が認められたという意味で,第55条は初めて

完全にその実効性を得たのである｡

ところで,Conseild'Etatが立場を変え,このNicolo判決を出した理由とし

て,憲法院の裁決があげられる｡意法院は,1975年1月15日の裁決 (n■O.̀75-54

DC,15-111975,Red.,p.19.)を初めとして,その後の裁決においても,自ら,

意法第61条第2項を媒介として,法律が第55条の原則を守っているかどうか,

すなわち法律が,条約に違反していないかどうかを審査することは,憲法院の

権限に属さない事項である,と公言している｡ ･そして,意法院は,通常裁判所,

すなわち司法裁判所LとCbnseild'Etatとにこの憲法第55条を実効化するための

審査,法律の条約整合性の審査を委ねているのである｡司法裁判所は,この憲

法院の1975年の裁決を受けて,逸早く,条約の ｢後｣に制定された■法律に対 し

ても,条約の優位性を認める新 しい判例を打ち出している｡JacquesVabre

株式会社判決である~(CassりCh.mixte,24-5-1975,Soei占t占descaf占sJac-

quesVa,bre,JD.1975.497.concl.Touffait.).

それ以外にあげられる大きな理由が,判例変垂を行うことが政治的な時宜に
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適っていると~の判断があったこ.と̀であろう｡ Nicolo判決の論告担当官,Fryd二

ma'n氏は,~第-に.条約~の ｢後｣に制定さ-れIf=法律に対して,その条約との整

合性を審査することを,患法院も,Conseild'Etatも否定していることから,

この ｢裁判権の空白 (videjuridictionnel)｣を埋めなければならない.と言う｡

そして審理期間が長い等の実際上の条件から∴憲法院よりもCohseil.d'Etatの

方が,,その権限を行使するのに適していると判断している｡第二に,破穀院と

の関係において,司法機関と行政機関との分離は,一方が私法を適用 し,他方

が公法を適用する所にその趣旨があるにも拘らず,一方が条約を適用 し,■他方

が法律を通用する,という形で分離するのは;問題ではないかと指摘する｡第

三に,｢後｣に制定された法律に対して条約整合性審査が及ばない,という状

況は,国際法,特に共同体法のフランスへの導入にとって,_大きな障害となる;

として,次のように述べる｡

｢何度繰り返.してむ足り･ないことであるが,国内法が無条件に優位 していた

時代は,もはや過ぎ去ったのであるo国際規範,･･特にヨーロ.ジバの規範は,徐々

に我々の法的世界を征服して,憲法第34条で定められた議会の権限の領域に足

を踏み入れることも蹄曙しない｡~.かくして,我々の法の二足の分野,例えば経

済,労働,又は人権保障などは',今E]その非常に大きな部分が,■真の国際法か

ら生じるのである｡ ところで,条約を法律に優先させることが不可能であれば,

それは明らかにこの発展に対するブレーキとなる｡ フランスは.主権を制限す

ると同時に_,裁判官の前で,その法律の優位を維持することはできない｡ ここ

には.1968年の判決があるいは過少評価したように見受けられる非合理性があ

る｡｣

ところで,Nicolo判決とGISTI判決との関係であるが,それは1968年のフラ

ンス穀物生産者｣般組合事件の論告を見ると良 く分かる｡同事件において,

MmeQuestiatixは,何故丁後｣に制定された法律に対 して条禁の優位性を認

めなかったかiL･その理由として,彼女は,Conseild'Etatは,_法律を審査でき

る立場にないこと,法律の条約整合性審査は,条約の法律に対する優位を規定

する第55条の審査,つまり憲法適合性審査に繋がることをあげるのであるが,

条約の解釈に開通して,また,次のようにも述べているのであるO

｢条約によって切り開かれた道は,裁判官をして,条約の締結後に制定され

た法律に関して,その内容を吟味することなく,審査するべきであるとする｡
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そうでなければ,裁判官は,自ら第55条を無視することになるからである｡ し

かし,我々には,行政裁判官がそのような道を取る事はできないと思われる.

裁判官が法律を解釈する時は,あらゆる配慮が確実になされ得るであろう■O:戟

判官は,法律が規定をしていない場合,または規定が唆味である場合に,その

規定が,国際準痩範に違反するよ.うな趣旨でiまないとまで言えるのせあ声｡現

に裁判官は,憲法に含声れている原則との関係に率いては,その様に判示して

きたのであるoLかし立法者が明確な意思を表明した場合,条約と.,涜められ

ているその適用とゐ問に.国内法が必要な媒介物として入Jり込んセいる時,憲

法のいかなる規定も,特に第55条は,裁判官をしてこ､の意思を尊重することを

免陵するも甲ではない｡国際条約に関係するすべての領域におい-t裁判官によ■

り法御 宝その効力を奪われてしまうような完仝領域が形成されると想像するこ

とは難しい｡それも裁判官が解釈をする尭全な資格さえもないような規範に基

づいてである. -_-･国内裁判官による,共同体法の構築ぺの公的協力に対するl

唯一の障害は,~とめ法の師駅の問題にぶつカ.ゝるというととであり∴裁判台の解

釈権が完全であ和 ぎ,~その態度の修正はよりたやれ ､Te;;あろうO｣

ここでMmeQuestiauxは,法律に対する条約の優位を完全なや甲とすると

とに,条約の解釈権が政肘にあることから,強い危機感を認識している｡確かI

に,彼女が懸念するようノに,立法府の法律に対して条約ゐ効力を優先させるこ

とは̀,条約の解釈権を通じて,政府をしそ法律の規定をないがしろにする事態

にまで発展する危険性を学んでいたのである｡■こうした■認識から症,｢後｣の

法律に対する条約の優位性は,その条約の解釈権が裁判官に委ねられることが

必要条件であったはずである｡

1989年,Ni9010判決が先行して判例変更を行い,憲法第55条により,条約に,

名実共に法律に優位する効力が付与されたよその約8ケ月後,追うように,秦

約の解釈に?いての判例変更が実現した申オあ_るo論告担当官Abraham氏も､

このように指摘する｡

｢Nicold判決までは,大臣の解釈は事実上,行政行為の適法性の問題につい

そしか回答を与えるととができなかも■たD今後は,条約の解釈は,■法律の適用

性 その効力に近いものまで問題にできるので､ある｡我々は,･あなたが憲法第

55条に基づく権力,つまり国際条約に反する ｢後｣の法律の適用を排除する権

力が,間接的であっても,政府機関に何等かの形で委任されることがあっては
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ならない･t考える｡｣
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おわリに

1823年に始まる∴条約の解釈に由するConseild'Etat.a)旧い原則,つまり,

舞約め解釈が問題に昼っ_た場合,裁判官は,先決問題として,大臣に解釈を求

めなければな.6,ない,とい■ぅ原則は,もはや現実ゐ社会には,適合 しないもの

となったL.1690年GISTI判決以後,,条約の解釈は,原則として裁判官が行 うの

である｡

ところで,以前り伝統的な原則は,フランス公法に特有のもので,例えば,

イクリ■~ァ,イギリス,アメ')カ_など,.多くの_国では,裁判官は,常に完全に条

約の解釈権を保持している｡ GISTI判決の論告におい■ても.比較法の観点から

もその存在意義が疑われているO

そうした条約の解釈に関するフランス固有の旧い原則が捨てられ,判例変更

が行われたという事実欧 フ_ランス法制度の枠組みの■中で,新 しい国際法,特
l

に共同体法を受け入れよう,という姿勢が,いかに強くなってきているかを象

徴的に衰 しているように受け取られる｡

事実,_CQn-seild'Etatは,そ甲後二年の問に,様々な機会に従来の統吟行為

義による撃を乗り越えるような判決考次々と下してLTるのである｡ フランス公

法は,まさに変換の過渡期にあり/今後の推移が注目されるところである｡
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